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議案第６３号 

 

 

   春日部市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 

 

 春日部市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を別紙記載のとおり改正する。 

 

  令和５年８月２１日提出 

 

春日部市長 岩  谷  一  弘    

 

  提案理由 

 新型コロナウイルス感染症に係る防疫作業に従事した職員に支給する防疫作業手当を廃止

するため、防疫作業手当の特例の規定を改正したく提案いたします。 
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春日部市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

春日部市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１７年条例第５４号）の一部を次のよう

に改正する。 

(1) 次の表中、改正前の欄の項（以下「改正前の項」という。）に対応する改正後の欄の

項が存在しない場合にあっては、当該改正前の項を削る。 

(2) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引

かれた字句に改める。 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

 （施行期日） 

この条例は、平成17年10月１日から施行する。 １ この条例は、平成17年10月１日から施行する。 

 （防疫作業手当の特例） 

 ２ 職員が、新型コロナウイルス感染症（病原体

がベータコロナウイルス属のコロナウイルス

（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保

健機関に対して、人に伝染する能力を有するこ

とが新たに報告されたものに限る。）である感

染症をいう。次項において同じ。）から市民等

の生命及び健康を保護するために緊急に行われ

た措置に係る作業に従事したときは、防疫作業

手当を支給する。この場合において、第３条及

び第11条第２項の規定は、適用しない。 

 ３ 前項に規定する手当の額は、日額3,000円（新

型コロナウイルス感染症の患者若しくは新型コ

ロナウイルス感染症の疑いのある者の身体に接

触して又はこれらの者に長時間にわたり接して

行う作業その他市長がこれに準ずると認める作

業に従事した場合にあっては、日額4,000円）と

する。 

  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第６４号 

 

 

   春日部市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部改正について 

 

 春日部市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を別紙記載のとおり改正する。 

 

  令和５年８月２１日提出 

 

春日部市長 岩  谷  一  弘    

 

  提案理由 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴い、趣旨の規定を改正したく提案い

たします。 
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春日部市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例 

 

春日部市災害派遣手当等の支給に関する条例（平成１８年条例第３７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

(1) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引

かれた字句に改める。 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法

律第261号）第24条第５項の規定に基づき、災害

対策基本法（昭和36年法律第223号）第32条第１

項（武力攻撃事態等における国民の保護のため

の措置に関する法律（平成16年法律第112号）第

154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置

法（平成24年法律第31号）第26条の８において

読み替えて準用する場合を含む。）及び大規模

災害からの復興に関する法律（平成25年法律第

55号）第56条第１項の規定による市に派遣され

た職員（以下「派遣職員」という。）の災害派

遣手当、武力攻撃災害等派遣手当又は特定新型

インフルエンザ等対策派遣手当（以下これらを

「災害派遣手当等」という。）の支給に関し必

要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法

律第261号）第24条第５項の規定に基づき、災害

対策基本法（昭和36年法律第223号）第32条第１

項（武力攻撃事態等における国民の保護のため

の措置に関する法律（平成16年法律第112号）第

154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置

法（平成24年法律第31号）第44条において読み

替えて準用する場合を含む。）及び大規模災害

からの復興に関する法律（平成25年法律第55号）

第56条第１項の規定による市に派遣された職員

（以下「派遣職員」という。）の災害派遣手当、

武力攻撃災害等派遣手当又は新型インフルエン

ザ等緊急事態派遣手当（以下これらを「災害派

遣手当等」という。）の支給に関し必要な事項

を定めるものとする。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第６５号 

 

 

   春日部市行政財産の使用料に関する条例の一部改正について 

 

 春日部市行政財産の使用料に関する条例の一部を別紙記載のとおり改正する。 

 

  令和５年８月２１日提出 

 

春日部市長 岩  谷  一  弘    

 

  提案理由  

 市役所施設の使用に係る使用料を定めるため、別表の規定を改正したく提案いたします。 
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春日部市行政財産の使用料に関する条例の一部を改正する条例 

 

春日部市行政財産の使用料に関する条例（平成１７年条例第７９号）の一部を次のように

改正する。 

(1) 次の表中、改正前の欄の項（以下「改正前の項」という。）の表示及びそれに対応す

る改正後の欄の項（以下「改正後の項」という。）の表示に下線が引かれた場合にあっ

ては、当該改正前の項を当該改正後の項とする。 

(2) 次の表中、改正後の項に対応する改正前の項が存在しない場合にあっては、当該改正

後の項を加える。 

(3) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句又は太線で囲まれた部分をそれに対応す

る改正後の欄の下線が引かれた字句又は太線で囲まれた部分に改める。ただし、第１号

に掲げる場合を除く。 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

 
種類 

使用の

区分 
単位 使用料（円）

  
種類 

使用の

区分 
単位 使用料（円）

 

 

市役所施

設 

 午前 3,000   

総合支所

施設の名

称 

 
午前９時～

正午 

1,600  

ホール 
午後 3,500

 夜間 4,000   

市民ホ

ール 

午後１時～

午後４時30

分 

1,900  

 全日 10,500

 午前 900

 会議室

201 

午後 1,050   午後５時30

分～午後９

時30分 

2,300  

夜間 1,200

 全日 3,150

  午前 900    １日 5,800  

 会議室

202 

午後 1,050   
 

午前９時～

正午 

600  

夜間 1,200

  全日 3,150   

会議室

101 

午後１時～

午後４時30

分 

700  

 午前 900

会議室

203 

午後 1,050

 夜間 1,200   午後５時30

分～午後９

時30分 

900  

 全日 3,150

総合支所

 午前 1,600

 市民ホ

ール 

午後 1,900    １日 2,200  

 夜間 2,300   
 

午前９時～

正午 

600  

 全日 5,800

  午前 600   会議室

102 

午後１時～

午後４時30

700  

会議室午後 700
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施設 101 夜間 900 分 

  全日 2,200   午後５時30

分～午後９

時30分 

900  

 午前 600

会議室

102 

午後 700

 夜間 900    １日 2,200  

  全日 2,200      

 備考  備考 

１ 午前とは、午前９時から正午まで、午後と

は、午後１時から午後４時30分まで、夜間と

は、午後５時30分から午後９時30分まで、全

日とは、午前９時から午後９時30分までをい

う。 

 

 ２ 午前及び午後又は午後及び夜間の単位を継

続して使用する場合の使用料の額は、当該使

用に係る単位の使用料の額の合計額とする。 

 

 ３ (略)  １ (略) 

 ４ (略)  ２ (略) 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年１月４日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施

行する。 

 （準備行為） 

２ 市役所施設の使用に係る申請その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行

うことができる。 
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議案第６６号 

 

 

   春日部市消費生活センター条例及び春日部市福祉事務所設置条例の一部改正について 

 

 春日部市消費生活センター条例及び春日部市福祉事務所設置条例の一部を別紙記載のとお 

り改正する。 

 

  令和５年８月２１日提出 

 

春日部市長 岩  谷  一  弘    

 

  提案理由  

 市役所の移転に伴い、名称、位置及び所管区域の規定等を改正したく提案いたします。 
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春日部市消費生活センター条例及び春日部市福祉事務所設置条例の一部を改正する条 

例 

 

目次 

 第１章 総務（第１条） 

 第２章 厚生福祉（第２条） 

 附則 

 

   第１章 総務 

（春日部市消費生活センター条例の一部改正） 

第１条 春日部市消費生活センター条例（平成２８年条例第２号）の一部を次のように改正

する。 

(1) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引

かれた字句に改める。 

改正後 改正前 

（名称、位置及び所管区域） （名称、位置及び所管区域） 

第２条  第２条  

名称 春日部市消費生活センター 名称 春日部市消費生活センター 

位置 春日部市中央七丁目２番地１ 位置 春日部市中央六丁目２番地 

所管区域 春日部市の区域 所管区域 春日部市の区域 

  

  第２章 厚生福祉 

（春日部市福祉事務所設置条例の一部改正） 

第２条 春日部市福祉事務所設置条例（平成１７年条例第８１号）の一部を次のように改正

する。 

(1) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引

かれた字句に改める。 

改正後 改正前 

（設置） （設置） 

第１条  第１条  

 名称 位置   名称 位置  

 春日部市福祉事務所 春日部市中央七丁目

２番地１ 

  春日部市福祉事務所 春日部市中央六丁目

２番地 

 

  

附 則 

この条例は、令和６年１月４日から施行する。 
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議案第６７号 

 

 

   春日部市自転車駐車場条例の一部改正について 

 

 春日部市自転車駐車場条例の一部を別紙記載のとおり改正する。 

 

  令和５年８月２１日提出 

 

春日部市長 岩  谷  一  弘    

 

  提案理由 

 春日部駅西口自転車駐車場の廃止に伴い、名称及び位置の規定等を改正したく提案いたし

ます。 
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春日部市自転車駐車場条例の一部を改正する条例 

 

春日部市自転車駐車場条例（平成２４年条例第３９号）の一部を次のように改正する。 

(1) 次の表中、改正前の欄の項又は表（以下「改正前の項等」という。）に対応する改正

後の欄の項又は表が存在しない場合にあっては、当該改正前の項等を削る。 

(2) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句又は太線で囲まれた部分をそれに対応す

る改正後の欄の下線が引かれた字句又は太線で囲まれた部分に改める。 

改正後 改正前 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 自転車駐車場の名称及び位置は、次のと

おりとする。 

 名称 南桜井駅自転車駐車場 

 位置 春日部市大衾496番地463 

第２条 自転車駐車場の名称及び位置は、次のと

おりとする。 

     名称 位置  

     春日部駅西口自転車

駐車場 

 

春日部市中央一丁目

42番地 

 

 

     南桜井駅自転車駐車

場 

春日部市大衾496番

地463 

 

（定期使用できる者の資格） （定期使用及び年間使用できる者の資格） 

第６条 定期使用できる者は、次の各号のいずれ

かに該当する者でなければならない。 

第６条 定期使用及び年間使用できる者は、次の

各号のいずれかに該当する者でなければならな

い。 

（使用料） （使用料） 

第11条 使用者は、別表に定める使用料を納めな

ければならない。この場合において、定期使用

者については、前納するものとする。 

第11条 使用者は、別表に定める使用料を納めな

ければならない。この場合において、定期使用

者及び年間使用者については、前納するものと

する。 

別表（第11条関係） 別表（第11条関係） 

自転車駐車場使用料金表 自転車駐車場使用料金表 

 名称 区分 使用料   名称 区分 使用料  

 南桜井駅

自転車駐

車場 

定期

使用

者 

１階 １か月 2,400円   春日部駅

西口自転

車駐車場 

 

定期

使用

者 

地階・

１階 

１か月 2,400円  

 ３か月 6,900円   ３か月 6,900円  

 ６か月 13,800円   ６か月 13,800円  

  ２階 １か月 2,200円   ２階 １か月 2,200円  

 ３か月 6,300円   ３か月 6,300円  

 ６か月 12,600円   ６か月 12,600円  

 一時使用者 １回 150円   ３階 １か月 2,000円  

      ３か月 5,700円  

      ６か月 11,400円  

      一時使用者 １回 150円  
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         南桜井駅

自転車駐

車場 

定期

使用

者 

１階 １か月 2,400円  

     ３か月 6,900円  

     ６か月 13,800円  

      ２階 １か月 2,200円  

      ３か月 6,300円  

      ６か月 12,600円  

      一時使用者 １回 150円  

備考 備考 

 ３ 年間とは、毎年４月１日から翌年３月31

日までとする。 

  

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第６８号 

 

 

   春日部市火災予防条例の一部改正について 

 

 春日部市火災予防条例の一部を別紙記載のとおり改正する。 

 

  令和５年８月２１日提出 

 

春日部市長 岩  谷  一  弘    

 

  提案理由 

 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定

に関する基準を定める省令の一部改正等に伴い、変電設備の規定等を改正したく提案いたし

ます。 
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春日部市火災予防条例の一部を改正する条例 

 

春日部市火災予防条例（平成１７年条例第１６６号）の一部を次のように改正する。 

(1) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句又は太線で囲まれた部分をそれに対応す

る改正後の欄の下線が引かれた字句又は太線で囲まれた部分に改める。 

改正後 改正前 

（変電設備） （変電設備） 

第11条 第11条 

 (３)の２ 建築物等の部分との間に換気、点検

及び整備に支障のない距離を保つこと。 

 (３)の２ キュービクル式のものにあっては、

建築物等の部分との間に換気、点検及び整備

に支障のない距離を保つこと。 

 （急速充電設備）  （急速充電設備） 

第11条の２ 第11条の２ 

 (４) その筐体は雨水等の浸入防止の措置を講

ずること。 

 (４) 雨水等の浸入防止の措置を講ずること。 

 （蓄電池設備）  （蓄電池設備） 

第13条 蓄電池設備（蓄電池容量が10キロワット

時以下のもの及び蓄電池容量が10キロワット時

を超え20キロワット時以下のものであって蓄電

池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関す

る基準（令和５年消防庁告示第７号）第２に定

めるものを除く。以下同じ。）は、地震等によ

り容易に転倒し、亀裂し、又は破損しない構造

とすること。この場合において、開放形鉛蓄電

池を用いたものにあっては、その電槽は、耐酸

性の床上又は台上に設けなければならない。 

第13条 屋内に設ける蓄電池設備（定格容量と電

槽数の積の合計が4,800アンペアアワー・セル

未満のものを除く。以下同じ。）の電槽は、耐

酸性の床上又は台上に、転倒しないように設け

なければならない。ただし、アルカリ蓄電池を

設ける床上又は台上にあっては、耐酸性の床又

は台としないことができる。 

３ 第１項に規定するもののほか、屋外に設ける

蓄電池設備(柱上及び道路上に設ける電気事業

者用のもの、蓄電池設備の出火防止措置及び延

焼防止措置に関する基準第３に定めるもの並び

に消防長が火災予防上支障がないと認める構造

を有するキュービクル式のものを除く。)にあ

っては、建築物から３メートル以上の距離を保

たなければならない。ただし、不燃材料で造

り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面

するときは、この限りでない。 

３ 屋外に設ける蓄電池設備は、雨水等の浸入防

止の措置を講じたキュービクル式のものとしな

ければならない。 

４ 前項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄

電池設備の位置、構造及び管理の基準について

は、第10条第４号、第11条第１項第３号の２、

第５号、第６号及び第９号並びに第11条の２第

１項第４号の規定を準用する。 

４ 前項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄

電池設備の位置、構造及び管理の基準について

は、第10条第４号、第11条第１項第３号の２、

第５号、第６号及び第９号並びに第２項並びに

本条第１項の規定を準用する。 
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 （火を使用する設備等の設置の届出）  （火を使用する設備等の設置の届出） 

第44条 第44条 

 (13) 蓄電池設備（蓄電池容量が20キロワット

時以下のものを除く。） 

 (13) 蓄電池設備 

別表第３（第３条、第18条関係） 別表第３（第３条、第18条関係） 

 

種類 

 
離隔距離

（㎝） 

  

種類 

 
離隔距離

（㎝） 

 

 
入力 

上

方 

側

方 

前

方 

後

方 
備考 

  
入力 

上

方 

側

方 

前

方 

後

方 
備考 

 

 厨

房

設

備 

気

体

燃

料

不

燃

以

外

開

放

式 

組込型こ

んろ・組

込型こん

ろ（グリ

ル付こん

ろ・グリ

ドル付こ

んろ）、

キャビネ

ット型こ

んろ・キ

ャビネッ

ト型こん

ろ（グリ

ル付こん

ろ・グリ

ドル付こ

んろ） 

14ｋ

Ｗ以

下 

10

0 

15 

注 

15 15 

注 

注：

機

器

本

体

上

方

の

側

方

又

は

後

方

の

離

隔

距

離

を

示

す

。 

  厨

房

設

備 

気

体

燃

料

不

燃

以

外

開

放

式 

組込型こ

んろ・組

込型こん

ろ（グリ

ル付こん

ろ・グリ

ドル付こ

んろ）、

キャビネ

ット型こ

んろ・キ

ャビネッ

ト型こん

ろ（グリ

ル付こん

ろ・グリ

ドル付こ

んろ） 

14ｋ

Ｗ以

下 

10

0 

15 

注 

15 15 

注 

注：

機

器

本

体

上

方

の

側

方

又

は

後

方

の

離

隔

距

離

を

示

す

。 

 

    据置型レ

ンジ 

21ｋ

Ｗ以

下 

10

0 

15 

注 

15 15 

注 

      据置型レ

ンジ 

21ｋ

Ｗ以

下 

10

0 

15 

注 

15 15 

注 

  

  不

燃

開

放

式 

組込型こ

んろ・組

込型こん

ろ（グリ

ル付こん

ろ・グリ

ドル付こ

んろ）、

キャビネ

14ｋ

Ｗ以

下 

80 ０ ― ０     不

燃

開

放

式 

組込型こ

んろ・組

込型こん

ろ（グリ

ル付こん

ろ・グリ

ドル付こ

んろ）、

キャビネ

14ｋ

Ｗ以

下 

80 ０ ― ０   
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ット型こ

んろ・キ

ャビネッ

ト型こん

ろ（グリ

ル付こん

ろ・グリ

ドル付こ

んろ） 

ット型こ

んろ・キ

ャビネッ

ト型こん

ろ（グリ

ル付こん

ろ・グリ

ドル付こ

んろ） 

    据置型レ

ンジ 

21ｋ

Ｗ以

下 

80 ０ ― ０       据置型レ

ンジ 

21ｋ

Ｗ以

下 

80 ０ ― ０   

 固

体

燃

料 

不

燃

以

外 

木

炭

を

燃

料

と

す

る

も

の 

炭火焼き

器 

― 10

0 

50 50 50      

 不

燃 

木

炭

を

燃

料

と

す

る

も

の 

炭火焼き

器 

― 80 30 ― 30      

 上記に分類

されないも

の 

使用

温度

が

800℃

以上

のも

の 

― 25

0 

20

0 

30

0 

20

0 

  上記に分類

されないも

の 

使用

温度

が

800℃

以上

のも

の 

― 25

0 

20

0 

30

0 

20

0 

 

  使用

温度

が

300℃

以上

― 15

0 

10

0 

20

0 

10

0 

    使用

温度

が

300℃

以上

― 15

0 

10

0 

20

0 

10

0 
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800℃

未満

のも

の 

800℃

未満

のも

の 

  使用

温度

が

300℃

未満

のも

の 

― 10

0 

50 10

0 

50     使用

温度

が

300℃

未満

のも

の 

― 10

0 

50 10

0 

50   

  

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に設置されている燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動

力とする発電設備及び改正後の春日部市火災予防条例（以下「新条例」という。）第１３

条第１項に規定する蓄電池設備（附則第４項に掲げるものを除く。）（以下この項におい

て「燃料電池発電設備等」という。）又は現に設置の工事中である燃料電池発電設備等の

うち、新条例第１１条第１項第３号の２（新条例第８条の３第１項及び第３項、第１１条

第３項、第１２条第２項及び第３項並びに第１３条第２項及び第４項において準用する場

合を含む。）の規定に適合しないものについては、同号の規定にかかわらず、なお従前の

例による。 

３ この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている新条例第１３条第１項

に規定する蓄電池設備（次項に掲げるものを除く。）のうち、同条第 1項の規定に適合し

ないものについては、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

４ 新条例第１３条第１項に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるもののうち、

この条例の施行の際現に設置されているもの及びこの条例の施行の日から起算して２年を

経過する日までの間に設置されたもので、同条の規定に適合しないものについては、当該

規定は、適用しない。 
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議案第６９号 

 

 

   春日部市立医療センター使用料及び手数料条例の一部改正について 

 

 春日部市立医療センター使用料及び手数料条例の一部を別紙記載のとおり改正する。 

 

  令和５年８月２１日提出 

 

春日部市長 岩  谷  一  弘    

 

  提案理由 

 春日部市立医療センターが紹介受診重点医療機関として公表されたことに伴い、外来機能

の明確化及び医療機関間の連携推進の措置を講ずるため、使用料の規定を改正したく提案い

たします。 
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春日部市立医療センター使用料及び手数料条例の一部を改正する条例 

 

春日部市立医療センター使用料及び手数料条例（平成１７年条例第２０５号）の一部を次

のように改正する。 

(1) 次の表中、改正前の欄の号に対応する改正後の欄の号が存在しない場合にあっては、

当該改正前の欄の号を削る。 

(2) 次の表中、改正後の欄の号又は表に対応する改正前の欄の号又は表が存在しない場合

にあっては、当該改正後の欄の号又は表を加える。 

(3) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引

かれた字句に改める。 

改正後 改正前 

（使用料） （使用料） 

第２条  第２条  

 (１)   (１)  

 エ 病室の使用料 別表第１に定めるところ

による 

(６) 主治医以外の医師の意見(セカンドオピ

ニオン)に係る診察料 １時間まで11,000円、

１時間を超えて30分までごとに5,500円を加

算した額 

(６) 新生児衣類等使用料 １日につき 700

円 

(７) 新生児衣類等使用料 １日につき 700

円 

(７) 主治医以外の医師の意見(セカンドオピ

ニオン)に係る診察料 １時間まで11,000円、

１時間を超えて30分までごとに5,500円を加

算した額 

(９) 病室の使用料 別表第１に定めるところ

による。 

 

(10) 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申

出療養及び選定療養（平成18年厚生労働省告

示第495号）第２条第４号及び第５号に規定す

る初診及び再診に要する額 次の表に定める

額 

 

 
種別 

金額   

 医科 歯科  

 初診 7,700円 5,500円 

 再診 3,300円 2,090円 

  

附 則 

この条例は、令和６年２月１日から施行する。 
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議案第７０号 

 

 

春日部市総合福祉センター空調設備更新工事請負契約の締結について 

 

 次のとおり工事請負契約を締結する。 

 

１ 工 事 名  春日部市総合福祉センター空調設備更新工事 

２ 契 約 の 方 法  地方自治法施行令第１６７条の５の２（制限付一般競争入札） 

３ 契 約 金 額  ３８９，４００，０００円 

４ 契約の相手方  正和・本田特定建設工事共同企業体 

                    代表者 

春日部市豊野町二丁目３２番地１９ 

正和工業株式会社 

             代表取締役  横 田  生 樹 

５ 工 期  契約の日から令和７年３月１４日まで 

 

令和５年８月２１日提出 

 

                      春日部市長 岩  谷  一  弘 

 

提案理由 

春日部市総合福祉センター空調設備更新工事の請負契約を締結したいので、春日部市議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により提案いたし

ます。 
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議案第７１号 

 

 

春日部市民文化会館非構造部材（特定天井）等耐震対策工事請負契約の締結について 

 

 次のとおり工事請負契約を締結する。 

 

１ 工 事 名  春日部市民文化会館非構造部材（特定天井）等耐震対策工事 

２ 契 約 の 方 法  地方自治法施行令第１６７条の５の２（制限付一般競争入札） 

３ 契 約 金 額  ３２３，１８０，０００円 

４ 契約の相手方  正和・コダマ特定建設工事共同企業体 

                    代表者 

春日部市豊野町二丁目３２番地１９ 

正和工業株式会社 

             代表取締役  横 田  生 樹 

５ 工 期  契約の日から令和７年１月３１日まで 

 

令和５年８月２１日提出 

 

                      春日部市長 岩  谷  一  弘 

 

提案理由 

春日部市民文化会館非構造部材（特定天井）等耐震対策工事の請負契約を締結したいので、

春日部市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定によ

り提案いたします。 
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議案第７２号 

 

 

春日部市消防本部庁舎受変電設備等更新工事請負契約の締結について 

 

 次のとおり工事請負契約を締結する。 

 

１ 工 事 名  春日部市消防本部庁舎受変電設備等更新工事 

２ 契 約 の 方 法  地方自治法施行令第１６７条の５の２（制限付一般競争入札） 

３ 契 約 金 額  ２７３，３５０，０００円 

４ 契約の相手方  積田・正和特定建設工事共同企業体 

                    代表者 

さいたま市浦和区針ヶ谷一丁目８番１８号 

株式会社積田電業社 

             代表取締役  積 田  優 

５ 工 期  契約の日から令和６年１２月２０日まで 

 

令和５年８月２１日提出 

 

                      春日部市長 岩  谷  一  弘 

 

提案理由 

春日部市消防本部庁舎受変電設備等更新工事の請負契約を締結したいので、春日部市議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により提案いたし

ます。 
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議案第７３号 

 

 

春日部市新本庁舎建設工事請負契約の議決内容の一部変更について 

 

 令和３年７月３０日付け議案第４５号及び令和５年３月１６日付け議案第１６号をもって

議決された春日部市新本庁舎建設工事請負契約の議決内容の一部を次のとおり変更する。 

 

１ 契 約 金 額  「１１，０３６，９６０，９３２円」とあるのを 

「１１，２９６，３５９，５４９円」に変更する。 

 

令和５年８月２１日提出 

 

                      春日部市長 岩  谷  一  弘 

 

提案理由 

契約金額を変更する必要が生じたので、議決内容の一部を変更したく提案いたします。 
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議案第７４号 

 

 
令和４年度春日部市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 
令和４年度春日部市水道事業会計未処分利益剰余金１，１１１，３８３，９４４円のうち 

２４９，４１２，５１４円を建設改良積立金に積立て、８６１，９７１，４３０円を資本金

に組入れるものとする。 

 

令和５年８月２１日提出 

 

               春日部市長 岩  谷  一  弘    

 

提案理由 

令和４年度春日部市水道事業会計未処分利益剰余金を処分するため、地方公営企業法第 

３２条第２項の規定により提案いたします。 
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議案第７５号 

 

 
令和４年度春日部市病院事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 
令和４年度春日部市病院事業会計未処分利益剰余金２，１２３，４９０，８４６円のうち

５００，０００，０００円を建設改良積立金に積立て、残余を繰り越すものとする。 

 

令和５年８月２１日提出 

 
               春日部市長 岩  谷  一  弘    

 
提案理由 

令和４年度春日部市病院事業会計未処分利益剰余金を処分するため、地方公営企業法第 

３２条第２項の規定により提案いたします。 
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議案第７６号 

 

 
令和４年度春日部市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 
令和４年度春日部市下水道事業会計未処分利益剰余金１，２４２，７７９，２９０円のう

ち６４８，２０８，１９２円を減債積立金に積立て、５９４，５７１，０９８円を資本金に

組入れるものとする。 

 

令和５年８月２１日提出 

 

               春日部市長 岩  谷  一  弘    

 

提案理由 

令和４年度春日部市下水道事業会計未処分利益剰余金を処分するため、地方公営企業法第

３２条第２項の規定により提案いたします。 
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議案第７７号 

 

 

   令和４年度春日部市一般会計決算認定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４年度春日

部市一般会計決算を別冊のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

  令和５年８月２１日提出 

 

                      春日部市長 岩  谷  一  弘    
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議案第７８号 

 

 

   令和４年度春日部市国民健康保険特別会計決算認定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４年度春日

部市国民健康保険特別会計決算を別冊のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

  令和５年８月２１日提出 

 

                      春日部市長 岩  谷  一  弘    
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議案第７９号 

 

 

   令和４年度春日部市後期高齢者医療特別会計決算認定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４年度春日

部市後期高齢者医療特別会計決算を別冊のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定に付す

る。 

 

  令和５年８月２１日提出 

 

                      春日部市長 岩  谷  一  弘    
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議案第８０号 

 

 

   令和４年度春日部市介護保険特別会計決算認定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４年度春日

部市介護保険特別会計決算を別冊のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

  令和５年８月２１日提出 

 

                      春日部市長 岩  谷  一  弘    
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議案第８１号 

 

 

   令和４年度春日部都市計画事業西金野井第二土地区画整理事業特別会計決算認定につ

いて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４年度春日

部都市計画事業西金野井第二土地区画整理事業特別会計決算を別冊のとおり監査委員の意見

を付けて議会の認定に付する。 

 

令和５年８月２１日提出 

 

                      春日部市長 岩  谷  一  弘    
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議案第８２号 

 

 

   令和４年度春日部市立看護専門学校特別会計決算認定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４年度春日

部市立看護専門学校特別会計決算を別冊のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定に付す

る。 

 

  令和５年８月２１日提出 

 

                      春日部市長 岩  谷  一  弘    
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議案第８３号 

 

 

   令和４年度春日部市水道事業会計決算認定について 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、令和４年度

春日部市水道事業会計決算を別冊のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

  令和５年８月２１日提出 

 

                      春日部市長 岩  谷  一  弘    
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議案第８４号 

 

 

   令和４年度春日部市病院事業会計決算認定について 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、令和４年度

春日部市病院事業会計決算を別冊のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

  令和５年８月２１日提出 

 

                      春日部市長 岩  谷  一  弘    
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議案第８５号 

 

 

   令和４年度春日部市下水道事業会計決算認定について 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、令和４年度

春日部市下水道事業会計決算を別冊のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

  令和５年８月２１日提出 

 

                      春日部市長 岩  谷  一  弘    
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議案第８６号 

 

 

   令和５年度春日部市一般会計補正予算（第５号）について 

 

 令和５年度春日部市一般会計補正予算（第５号）を別冊のとおり提出する。 

 

令和５年８月２１日提出 

 

春日部市長 岩  谷  一  弘    
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議案第８７号 

 

 

   令和５年度春日部市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について 

 

 令和５年度春日部市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出する。 

 

令和５年８月２１日提出 

 

春日部市長 岩  谷  一  弘    
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議案第８８号 

 

 

   令和５年度春日部市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について 

 

 令和５年度春日部市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出する。 

 

令和５年８月２１日提出 

 

春日部市長 岩  谷  一  弘    
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議案第８９号 

 

 

   令和５年度春日部市介護保険特別会計補正予算（第１号）について 

 

 令和５年度春日部市介護保険特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出する。 

 

令和５年８月２１日提出 

 

春日部市長 岩  谷  一  弘    
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議案第９０号 

 

 

   令和５年度春日部都市計画事業西金野井第二土地区画整理事業特別会計補正予算（第

１号）について 

 

 令和５年度春日部都市計画事業西金野井第二土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）

を別冊のとおり提出する。 

 

令和５年８月２１日提出 

 

春日部市長 岩  谷  一  弘    
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議案第９１号 

 

 

   令和５年度春日部市立看護専門学校特別会計補正予算（第１号）について 

 

 令和５年度春日部市立看護専門学校特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出する。 

 

令和５年８月２１日提出 

 

春日部市長 岩  谷  一  弘    
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議案第９２号 

 

 

   令和５年度春日部市水道事業会計補正予算（第１号）について 

 

 令和５年度春日部市水道事業会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出する。 

 

令和５年８月２１日提出 

 

春日部市長 岩  谷  一  弘    
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議案第９３号 

 

 

   令和５年度春日部市病院事業会計補正予算（第１号）について 

 

 令和５年度春日部市病院事業会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出する。 

 

令和５年８月２１日提出 

 

春日部市長 岩  谷  一  弘    
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